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安安  全全  報報  告告  書書  ２２００２２１１ 

 

 

１．はじめに 

 

安全報告書の公表にあたって 

 

当社は、２００９年３月２０日に延伸開業した「阪神なんば線」のうち西九条～大阪難波間

の鉄道施設を保有する第三種鉄道事業者であり、第二種鉄道事業者である阪神電気鉄道株式会

社と同区間の使用及び管理についての協定等を締結し、同社との連携を密にしながら、輸送の

安全確保を最優先とした事業の運営を行っております。 

同区間は大阪都心における東西軸の公共交通ネットワークの強化を図るとともに、近鉄線と

の相互直通運転により阪神･阪奈間の広域的な流動に対応するなど、地域発展に大きく寄与す

ることが期待される路線として建設されました。 

この報告書は鉄道事業法第 19 条の 4 項の規定に基づき、当社の輸送の安全にかかわる取り

組み等について公表するものであります。 

「阪神なんば線」の同区間は開業１２年を経過しましたが、今後とも第二種鉄道事業者の同

社との連携をより一層図りながら、第三種鉄道事業者として充実した安全管理体制を構築し、

安全確保に最大限の努力をしてまいります。 

  

 ２０２１年９月 

西大阪高速鉄道株式会社 

 取締役社長 久須 勇介 

 

 

２．安全方針 

 

 社長及びその他の役員は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めてお

り、次の「安全方針」を掲げ、社員に周知・徹底しております。 

① 安全確保の最優先が鉄道事業者の使命であることを深く認識し、社長・役員、社員一同、

安全確保に最善の努力を尽くします。 

② 輸送の安全に関する法令及び関連する規程を遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。 

③ 安全管理体制を適正に運用するとともに、継続的な改善を図ります。 
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３．安全管理体制と方法 

 

(1) 安全管理体制 

 鉄道事業における安全の確保に関する体制は、下記のとおりとし、社長をトップとして、

各責任者の役割及び権限を明確にしております。 

 

社 長：輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。 

安全統括管理者：輸送の安全の確保に関する業務を統括する。 

施 設 管 理 者：安全統括管理者の指揮の下、鉄道施設に関する事項を統括する。 

総 務 部 長：輸送の安全の確保に必要な要員、投資、財務に関する事項を統括する。 

 

 

(2) 安全管理方法 

 当社は、西九条～大阪難波間の鉄道施設の保有主体であり、第二種鉄道事業者である阪神

電気鉄道株式会社と鉄道施設の使用及び管理についての協定等を締結し、同社が列車の運行

及び施設の保守管理を行っております。当該鉄道施設の保守管理につきましては同社が行

い、当社はその実施状況等について報告を受け、適切な保守管理がなされているかを含めて

安全性を確認するとともに、必要に応じて、同社に改善等を指示することとなっております。 

 昨年度の保守管理の実施状況等につきましては、２０２０年１０月及び２０２１年４月の

２回、同社から報告を受け、安全性を確認しております。 

 

阪神電気鉄道(株) 

安全統括管理者 

 

電気部長 

工務部長 

安全統括管理者 

施設管理者 

（総務部長） 

その他の役員 

社  長 

連絡 

連絡 
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４．訓練への参加 

   

昨年度に続き２０２１年度は、梅雨入りを間近に控えた５月に第二種鉄道事業者である阪神

電気鉄道株式会社が実施する「阪神なんば線九条～桜川地区水防訓練」に参加し、各駅の水防

鉄扉、止水パネルの閉鎖・開放作業・点検等を確認しました。本訓練への参加は、非常時に備

えた取組みの一環として２０１２年度より継続しております。 

 

 

「阪神なんば線九条～桜川地区水防訓練」2021 年 5 月 15 日（九条駅付近にて） 

 

５．安全に関する状況 

 

 ２０２０年度における当社施設の保守管理等において、第三種鉄道事業者として報告すべき

不具合・事故の発生等はありません。 

 

６．内部監査の実施 

 

 ２０１７年２月に、当社安全管理体制の維持状況の確認を目的として、阪神電気鉄道株式会

社による内部監査を実施いたしました。 

また、２０１７年度からは、安全管理体制のさらなる強化として、毎月１回開催する経営幹

部の会議体である「常務会」を安全マネジメントにおける内部監査に代わりうる位置付けとし

て運用を開始しております。 
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７．今後の安全確保の方針 

 

 列車の運行及び施設の保守管理については、第二種鉄道事業者である阪神電気鉄道株式会社

が行っておりますが、当社におきましても安全管理体制の継続的改善を図り、第二種鉄道事業

者や関係機関との連携を図りながら安全確保に努めてまいります。 

 

以 上 


